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アーサー1¥ークヴ、イレッジやよい坂

建築協定書

第1条 この協定は、建築基準法(陪和 25年法律第 201号。以下f法Jという。)及び福詞市

建築協定条例〈昭和 48年福岡市条例第 28号。以下f条例 jという。)の規定に基づき、第5

条に定める建築協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠に関する

基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。

(名称)

第2条 この協定は、アーサーバークヴィレッジやよい坂建築協定(以下f協定J)と称する。

(定義)

第3条 この協定における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25年政令第 338

号。以下 f令jという。)に定めるところによる。

(協定の締結)

第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を自的

とする借地権を有する者(以下f土地の所有者等Jという。)の全員の合意により締結する。

(建築協定区域)

第5条 この協定の目的となる土地の区域(以下「協定匿域jという。)は、別添屈に示す区域

とする。

(1)協定区域:福岡市南区柏原一丁臣 331番 12ほか68筆

(2) 協定区域の面穣 :9，721.87m
2
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(建築物に関する基準)

第6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、用途、形態及び意匠は、法及び条例に定めるもの

のほかに、次の各号に定める基準に適合しなければならない。

(1)建築物の田途は、以下に定めるもの並びにこれらの建築物に附属するものとする。

(ア)戸建尊用住宅 (2世帯住宅を含む。)

(イ)令第 130条の31こ定めるもののうち、住宅で以下の用途を兼ねるもの。

一事務所

二学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する施設

(ウ)診療所

(2) 建築物の敷地は、男IJ添図に基づく一区画を分割しではならない。

(3) 地盤や擁壁、法面等は大規模な変更をしてはならない。

(4) 建築物の高さは、敷地の実地盤面から10m以下とすること。

(5) 道路境界又は隣地境界にコンクリートブロックなどの視界を遮る'工作物を設置する場合

は、地盤より 60cm 以下の高さとし、かつ、この場合において、当該工作物は、周囲と調和

のとれたものとしなければならない。

(6) 道路境界!こ面して囲鏡を設置する場合は、一面道路の場合はその辺長の2分のにニ

面道路の場合は4分の3、三面道路の場合は6分の5以上を植栽し、緑化に努め美観を保

持すること。

(7) 麗根の勾配は、 5/10から7/10とし、色は原色を避け、周囲と調和のとれた落ち着き

のあるものとすること。

(8) ピルトイン及び堀車庫を除く自動車車庫の四局は、見通しの良い構造とすること。

2 建築物の建築又は意匿の変更をしようとする場合は、協定区域全体の謂和に留意するこ

と。

(有効期間及び効力の継承)

第7条 この協定の有効期聞は、福岡市長の認可の公告のあった日から10年間とする。

ただし、 10年後の更新手続きは、その期間満了前に第8条に定める委員会に対し、 1以上

の土地の所有者等からこの協定の内容の変更又は寵止の意思が表示されない場合は、さら

に10年間延長されるものとし、以後この例による。

2 この協定は、前項の認可の公告のあった日以後において、有効期間内に土地の所有者等

となった者!こ対しでも、その効力がおよぶものとする。
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(t嘉定運堂委員会)

第8条 この協定の運営に関する事項を処理するためにアーサーバークヴィレッジやよい坂建

築協定運営委員会(以下「委員会Jという。)を設置する。

2 委員会は、土地の所有者等(所有権又は借地権を共有する者の場合iまその代表者。)で

組長の推薦!こより選出された委員6名をもって組織する。

3 委員の任期は、 2年間とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(役員)

第9条 委員会には次の各号!こ定める役員・委員を置く。

(1)委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 監査 1名

(4) 会計 1名

(5) 書記 1名

(6) 委員 1名

2 委員長i立、総会の承認にて選出し、富IJ委員長、会計及び監査は、委員の中から委員長が

定める。

3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営に関する事務を総括する。

4 委員長は、委員会の 2/3の同意を得て必要に応じて頭開をおくことが出来る。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき誌、その職務を代理する。

6 会計は、この協定の運営に関する経理事務を処理する。

7 監査は、委員会の財務状況及び執行状況を監査し、その結果を土地の所有者等に報告

する。

8 顧問は委員会に所属しないが、委員会に助言できるものとする。

9 委員会の運堂、経費及び議事に関する必要な事項は、細則に定める。

(総会)

第 10条 総会は2年毎に開催する。

2 総会は、委任状を含め過半数の参加により成立し、総会の決議事項は、総会出席者の過

半数の賛成により成立する。
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(臨時総会)

第 11条 重要な検討事項が発生した時は、委員会の 2/3の同意を得て臨時総会を招集する

ことが出来る。

(委員長の承認事項)

第 12条 協定区域において、法第 6条で定める建築確認申請を要するものについては、建築

確認を申請する前に建築計画承認申請書(様式第2号)により委員長の承認を得なければ

ならない。

2 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする借地権(以下 f所有権

等jという。)を移転する場合は、所有権等を移転する前に所有権等移転居(様式第3号)に

より委員長に届け出るとともに、新たに土地の所有者等になる者(以.下「新たな土地の所有

者等jという。)(こ対し、この協定を説明しなければならない。

3 新たな土地の所宥者等は、前項の説明をうけた後に、この協定を継承する旨の約諾蓄(様

式第4号)を委員長に届け出なければならない。

4 建築物の解体をしようとする者は、建築物解体計画承認申請書(様式第5号)を、蒼手14

日前までに委員長に届出て、承認を得なければならない。

5 敷地境界に工作物を設建しようとする者は、隣地の所有者等の了解を得たよで、敷地境

界工作物設置閤(様式第6号)を、着手 14自前までに委員長に届け出なければならない。

(協定違反した場合の措置)

第 13条 委員長は、この協定に違反した者(以下 f違反者jという。)があった場合には、委員

会の決議に基づき、違反者に対し、相当の猶予期間を付して、当該違反行為を是正するた

めに必要な措置をとることを文書で請求するものとする。

2 前項の請求があった場合には、違反者は、これに従わなければならない。

3 違反者に対する措置について辻、有効期間溝了後もなおその効力を脊する。

(裁判所への提訴)

第 14条 前条第 1項の請求があった場合において、違反者がその誇求に従わないとき辻、委

員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者に

これをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。

2 前項の提訴の手続等に要する一切の費用等!立、当該違反者の負詔とする。
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(協定の変更及び廃止)

第 15条 この協定で定める協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反した場

合の措置を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、

これを福間市長!こ申請し、認可を受けなければならない。

2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定

め、これを福岡市長に申請し、認可を受けなければならない。

~fす員1]

(効力の発生)

1 この協定は、梅岡市長の認可の公告があった日から効力を生ずる。

(認可通知書の保管等)

2 この協定の認可後は、認可通知書(富山を委員長が保管し、その写しを土地の所有者等の

全員に配布する。
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